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欠席議員（１名）

７番 松 山 陽 子

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 坂 田 英 之 主事 山 名 雅 也

説明のため出席した者の職氏名

副町長 前 田 義 人 ひ と･ま ち･み ら い 課 参 事 兼ｱグﾘｲﾉベｰｼｮﾝ特 命 参 事

教育長 入 江 多喜夫 真 弓 憲 吾
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総務課長 日 和 哲 朗 建設課長 野  直 規

総務課参事兼財政特命参事 地籍課長 藤 田 晋 作

児 島 修 二 上下水道課長 真 弓 俊 英

総務課参事兼情報発信特命参事 健康福祉課長 桐 月 俊 彦

岡 部 成 幸 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

税務課長兼滞納整理特命参事 保 西 瞳

和 田 正 治 会計管理者兼会計課長

住民生活課長  木 浩 山 本 哲 也

住民生活課参事兼防災特命参事 病院事務長 藤 原 秀 明

平 岡 民 雄 病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事

地域振興課長 多 田 守 藤 原 広 行

地域振興課参事兼商工観光特命参事 教育課長兼給食センター所長

小 林 英 和 藤 原 美 樹

ひと・まち・みらい課長 教育課副課長兼社会教育特命参事兼地域交流ｾﾝﾀｰ所長

藤 原 登志幸  橋 宏 安

午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達していますので、第９０回神

河町議会定例会の第５日目の会議を開きます。

ここで、欠席届の御連絡をいたします。山名町長におかれましては、公務中の負傷に

より加療のため欠席届が出ておりますので、御了承を願います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

それでは、早速日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第７６号議案から第７８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第７６号議案、神河町子どものための教育・保育に

関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例制定の件、第７７号議案、神河

町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定の件、第７８号議案、神河町立幼稚園における預かり保育に関する

条例の一部を改正する条例制定の件の３議案を議題とします。

３議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

三谷克巳総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。おはようござ

います。

それでは、９月３日の本会議において、総務文教常任委員会に審査を付託されました

－２０６－



第７６号議案、神河町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の

一部を改正する条例制定の件、第７７号議案、神河町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、第７８号

議案、神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部を改正する条例制定の件

についての審査報告をいたします。

委員会を９月１０日に開催をし、審査を行いました。それぞれの議案は、採決の結果、

出席委員６名全員の賛成により、当委員会としましては全議案とも原案のとおり可決す

ることに決定をしております。

なお、討論はありませんでした。

審査に際しまして、追加資料として、本年度（半年間）の幼児教育・保育無償化に係

る３歳から５歳児の町負担額、それから、令和２年度以降の幼児教育・保育無償化に係

る町負担額、副食費に係る補助金について、それから、無償化に係る住民周知用のチラ

シの配布、説明を受けております。

その内容につきましては、令和元年度、半年間になりますが、これの幼児教育・保育

の無償化に係る町負担額は、副食費のの額の保育所のの補助金が１２２の ７８０の、

幼稚園の預かり保育の保育代が３１の５００のふえますが、保育料の国の基準とののに

よるよち出しよ８４４の ５７０の、それから、運営費によする町の負担額４４７の 

８６０の、合計で ２９１の ４３０のの、８年度は８額となります。 

次に、令和２年度以降の町の負担額は、運営費によするもの、また副食費のの額によ

する補助金、それから、預かり保育のおすつ代を合すせますと、約 ９１８ののとなる

見見みでございます。これの見行で計算をしますと約 ５８４ののとなりますので、こ

れと比較しますと６７０のの程度の８額になります。

次に、副食費に係る補助金の関係ですが、町内保育所は、幼稚園の副食費と保育所の

国の ５００のとのの額を施設に補助をいたします。一国、町国の保育所、認定こども

園は、一旦保護者に全額を支払ってもらい、後からの額を補助、償還払いになりますが、

これをいたします。

次に、チラシの関係ですが、チラシは国の全般的な制度の内容説明で、無償化される

ことを住民に周知することも含めて、１０月の広報に掲載しようと思ってるとの説明で

ございました。

次に、審査の過程で出ました主な質疑の内容について報告をいたします。配布を受け

ましたチラシに関しては、保護者は主食費または副食費がこれだけ要る。延長保育が幾

らなのかというのが一番関心事になるので、チラシの内容について工夫が必要ではない

かという意見がございまして、これによして、このチラシは、来年度、保育所す幼稚園

に入園希望されている国も含めて住民に周知するもので、該当保護者には園を通じて知

らせるとのことでございました。

次に、延長保育の利用料は無償化のよ象になるのかという問いによしまして、延長保
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育は無償化のよ象にならないとの回答でございました。

次に、幼稚園、子育て支援新制度非よ象という言葉の内容についての質疑がございま

して、これは、子ども・子育て支援法に基づく施設はこの新制度のよ象になり、非よ象

とは新制度に移行していない施設ということでございます。新制度に移行している施設

は無償ですが、非よ象施設につきましては、月額２の ７００のまでの補助がございま

す。なお、幼稚園の預かり保育は、１０月以降は就労証明を出して認定された国は無償

化のよ象となりますが、そうでない国は、従来どおりの利用料をいただきます。ただし、

来年の３月末までは見行の第２子半額、それから、第３子無料という措置は経過措置と

して半年間継続して適用するとのことでございます。

次に、神崎病院内で、病児・病後児保育の計画があるが、保育所を利用している子が

病児・病後児保育を利用した場合、それから保育所を利用していない子が利用した場合

のそれぞれの利用料はどうなるかという問いがございまして、回答としましては、ファ

ミリーサポートセンターと同様に、待機児童になっている子がよ象で、保育所を利用し

ている子が病気になって利用した場合は無償にならないとの回答でございました。

次に、町国の私立保育所、また、認定こども園の副食費は要綱を定めて補助、償還払

いをされるが、よ象者のの通知はどのようにされるのかという問いによしまして、まだ

国法は決まっていないが、園を通じて周知をするか、直接郵送するかのどちらかで、保

護者にしっかりと周知をしていきたいとのことでございました。また、この町国の施設

を利用した場合の副食費等は、一旦立てかえをしてもらって後日精算をするが、償還払

いとなりますが、これの回数についての質疑がございまして、補助要綱案では年４回を

予定していると。毎月だと保護者も大変なので、国が示す年４回を考えているとのこと

でした。また、平日に仕事を休んで副食費等の償還払いの申請に来なければならなくな

る等々の意見がございまして、これによしましては、領収書、または、副食費を払った

ことがすかる書類を提示していただくことになります。８後、郵送などで、できるだけ

窓口で、来ないで済む国法を考えていきたいとのことでありました。

次に、年収３６０のの次次次当の次次と第４次次７の １０１の次次とは同じことに

なるのかという問いがございまして、３６０のの次次次当というな見は、課税額７の

１０１のと言ってもすぐにはすからないので、年収３６０ののであれば想像がつくとい

うことで、このようなな見にしたとのことでございまして、国が示すところの課税額７

の １００のになる目安として収入額を示して、万万ー万しすすいようにしたとのこと

でございます。

以上が主なものを報告をしましたが、このほかの質疑等につきましては、配付いたし

ております報告書に記載しておりますのでごらんをいただきたいと思います。以上で第

７６号議案、第７７号議案、第７８号議案の審査報告を終すります。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終すりました。

委員長報告によする質疑を受けます。質疑のある国ございませんか。
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〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。御苦労さん

でした。

これより議案ごとに討論、採決をいたします。

まず、第７６号議案について、討論に入ります。

討論のある国はございませんか。

反よ討論。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論はございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

これより第７６号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第７６号議案は、原案のとおり

可決されました。

続いて、第７７号議案について討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第７７号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第７７号議案は、原案のとおり

可決されました。

続いて、第７８号議案について討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第７８号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第７８号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第２ 第８０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第８０号議案、神河町貸工場用地造成工事請負契約

締結事項の変更の件を議題とします。

本議案については、定例会初日に提案説明の後に質疑を行いましたが、十よ審議を尽

くせておりません。神河町議会会議規則第５５条において、質疑は、同一議員につき、

同一の議題について３回を超えることができないと規定しておりますが、改めて同一議

員３回までの質疑を認めます。

それでは、本議案によする質疑に入ります。

質疑のある国はどうぞ。質疑ございませんか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。前回の本会議で説明があった一つに、

いすゆる残土の処よを峰山高原で行うということで、ダンプが、そのときの答弁では、

７５０７よの土７が峰山高原に運ばれるという説明があったかと思います。その時７

では、その日程ですとか、１日に何７ということが説明はなかったと思うんですけども、

その後、そういうスケ万ュールの調整が行すれておるのか、そして、１日当たりどれぐ

らいのダンプが動くのかという部よと、あとは、いすゆる福本から峰山間の安全よ策で

すね、をどのように考えておられるか、その部よを問いたいと思います。よろしくお願

いします。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

ダンプによります峰山のの残土搬出につきましては、議会、本議会で可決後速すかに実

施をしたいということで、見在調整をしておりまして、見在の予定では来週から残土搬

出の予定といたしております。見場のほうのスキー場の残土処理場についても見場と打

ち合すせをさせていただいて、この部よにということで調整もさせていただいたところ

でございます。見在の予定では、１日１０７のダンプが４回転といったような形で、ま

ず残土搬出をしながら、最盛期におきましては２０７程度がダンプ動くといったような

計画を見在のところいたしております。これにつきましては、残土の出ぐあいによって

若干変すってくる場合もあろうかと思います。

それから、コースにつきまして、前回も御質問受けた際に、神崎・市川線から交の７

に出て、貝野橋を通って、町道を経由して坂田店のところから県道に入るといったよう

なコースを御説明をさせていただいたと思いますけれども、この間のな土搬出の状況を

見ましても、神崎・市川線を出てきたところで右折れをして、国道を北上をして、ロー

ソンのところの信号から県道を通って峰山のといったコースに少し変更という形で、見
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在計画をしておるところでございます。

また、地元、通行をする関係の自治会によしては、既に議会で可決をした後には、こ

ういった形でダンプが通行させていただきますといったような、７数も含めて、見在の

計画についてはお知らせをさせていただいております。前回も御指摘がございましたけ

れども、登校の時間次がダンプの搬出の運行の時間とはあんまり影響はないのかなとい

うふうに考えておりますけれども、下校の時間次とかぶってくる部よがございますので、

そういったところについては、施工業者のほうにも十よ留意をするようにということは

伝えておりますし、状況を見ながら安全よ策の交通整理員等が必要な状況であれば、そ

ういった部よは速すかによ策を講じて、安全第一で搬出を行えるように８後も調整をし

てまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほかに特にございませんか。

納議員。

○議員（１番 納 良幸君） 納です。８の関連でございますけれども、要するに通

学路に当たる関係もありますんで、教育委員会とも十二よに精査をしていただいて、危

ない箇所には必ず交通整理員といいましょうか、そういう類いの、いすゆる許可といい

ましょうか、そういう実践の多い国を特に配置していただき、いすゆる貝野からですと

丸々、しんこうタウンが新しくなって、すごく児童数もふえておりますので、そこは通

らないと思いますけれども、それも頭に入れて完全を期していただきたい。それが１７

と。

前に申し上げました鹿柵、鹿柵の撤去のみの予算がありましたが、８から工場を建て

て、いすゆる食品に関する工場なので、８、万ノシシ等々で豚コレラですか、そういう

ものも８、はすっているすけですけれども、私は前回にお尋ねしたときは、撤去だけで

すというようなお話すったんで、そういう意味では、のが一、すはりここには鹿柵、万

ノシシ柵が欲しいなとなった場合は、必ず企業側の資金で出していただきたい。町側か

らはもう一切出さないと、それぐらいの覚悟があるかどうか、お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

安全よ策の部よにつきましては、 納議員の御指摘の部よについては、教育課、あるい

は交通整理員について十よ配慮をして、安全確保を努めてまいるようにいたします。

それから、鹿柵の関係でございますけれども、前回も御指摘を、御意見をいただきま

したけれども、鹿柵自体については農地の周りを囲んでいたものということでございま

したので、それを撤去しても、農地そのものがなくなったので影響がないといったよう

なところでございます。また、食品を扱う工場というところでございますけれども、基

本的には、稼働、菌床自体を保管をしておるところについては、四国が完全に閉鎖をさ

れた空間ということになります。製造する部よについても、夜間等については当然シャ

ッターで閉鎖をしてしまうという部よがございますので、ほかの動物が入るような可能
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性は非常に少ない。また、稼働しておるときにつきましても、当然、人がおってという

ことでございますので、中に鳥獣等が入る可能性は非常に少ないかなというふうにも考

えておりますし、当然会社としてもそういったよ策を講じられるものと考えております。

８後、仮にそういったよ策が必要となった場合の経費負担という部よにつきましては、

当然、企業さんとの調整という部よでよ応はしてまいりたいというふうに考えますけれ

ども、議員の御意見も十よに受けとめながら調整をさせていただきたいというふうに思

います。基本的には、地元からも見在のところそういった御要望もございませんし、見

状の形でも生産には影響がないのかなというふうに考えておりますけれども、状況を見

ながら判断をさせていただければというふうに思うところでございます。以上でござい

ます。

○議長（安部 重助君） 納議員。

○議員（１番 納 良幸君） 納です。いすゆる建納には入らないという、そのお考

えといいましょうか、それ自体がちょっと甘いんちゃうかと思うのが、要するに、そう

いう事例ができた場合は、企業側によっていただいて、すはり必要だなというような感

じでおっていただきたいんですけれども、認識は、敷地内に万ノシシ、鹿が建納内に入

らなくても通ると。何のために８テレビで一生懸命すって、車なりその周りのあれを消

毒したり、建納はもちろんですけれども、要するにほかから入るという意味では、要す

るに敷地内という考えをよっていただかないと、建納内いうのは、いすゆる人間も入り、

車も入りして、するという、私は取り越し苦労ですけども、それが、要するに、神河町

の風評被害になってはいかんので、企業側ともよく話し合っていただいて完璧に、要す

るに中山間地域ですから、万ノシシ、鹿、猿はこちらにはいないと思いますけれども、

福山の旧神崎エリアには少ないといいましょうか、はぐれしかいないと思いますけれど

も、そういう意識がないということ自体が、私は少し疑問をよちますので、８後のよ策

には十二よに留意していただいて、あのときああしておけばよかったいうことがないよ

うに、きつくお願いをしておきます。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

ありがとうございます。当然、敷地内を管理する立場という部よにあすせて、周辺に、

山の下部のほうになりますけれども、農地もございますので、そういった部よを守ると

いう観７も含めて、企業、町、そして地元の関係者と十よに調整をさせていただいて、

安全安心な製品という部よと、地元に御迷惑をかけないといったような部よも含めて、

十よよ応をさせていただくように努めてまいります。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 納議員。

○議員（１番 納 良幸君） 最終的に、きょう、町長いらっしゃいませんので、副町

長に確認といいましょうか、確約をしていただきたいんですけれども、これ以上の、要

するに追加、要するにいろんな面で町民の皆様国の税金が出ないように、１００％とは

－２１２－



いかんでしょうけども、９⒐９９（フォーナ万ン）といいましょうか、それぐらいの保

証をしていただくように全課一致して強く当たっていただきたいと思いますので、副町

長、お願いします。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田でございます。御指摘をいただいてる７につきまして、

これまでもそうなんですけれども、不必要な変更は行すない、また、余よな負担は行す

ないということを基本姿勢としております。本件につきましては、加えて、全課で注意

しながら、可能な限り変更を行すないという取り組みで進めてまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） １０番、栗原です。８、 納議員がおっしゃいました安

全よ策、警備員、誘導員ですね、これは教育課と連携してすっていくとおっしゃいまし

た。警備員の中にも種類があるんですが、御存じですか。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

どういう形なのかはちょっと不勉強なところがございます。申しすけございません。

○議長（安部 重助君） 栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） 警備員の中にもランクがありまして、国道、県道、町道、

人数、これを定めております。だから、一番子供たちにとって安全なＡランクの警備員

を求めるようにお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

そのあたり少し勉強させていただきながら、適切なよ応ということで安全確保に努めて

まいります。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 澤田です。１回目の質問で、既に議決が行すれた後がこ

ういう状況でということが、既に関連の区長さん宛てに行ってるんですかね、この情報

っていうのは。それを区長さんから伝えるという状況なのかどうかすかりませんけれど

も、私、８、心配するのは、そういうたくさんの車が、最高のときには１日２０７が４

回転するっていうふうな、そういう状況ですので、かなりたくさんの車が動くというこ

とで、子供たちだけじゃなしに、すはり幅員が狭いところ、また、そういうふだんはト

ラックが通らない道を通るすけですから、住民のの周知ですね、を、８は区長さんを通

じてということなのか、町としてまた、この期間もちょっとすからないんですけども、

いつまでというふうなことで、少しケーブルテレビ等で町民の国のの周知を呼びかける
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というのも一つの国法ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

ありがとうございます。安全よ策についてはの全を期したいというふうに考えておりま

すので、少し中身については調整をさせていただきながら、適切な国法で、より広く住

民の皆様にお知らせできるような形を考えて、余りもう時間がないところではございま

すけれども、早急によ策を講じたいというふうに考えます。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） ほかございませんか。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。８に関連してですけれども、トラック、

ダンプがこんなにたくさんの数、道路を走るということになれば、当然、道路も傷んで

くると、劣化が進んでくるというふうには考えますけれども、聞くところによりますと、

国道あるいは町道、舗装のタ万プが違うということで、重さに耐えられる舗装面がどう

なのかいうところと、それから、もし路面が傷んだ場合に、これはどういうふうによ応

されるのかいうことをお聞きしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

通行量でありますとか、国道、県道とかのそれぞれの規格によって路盤、あるいは舗装

の厚みといったようなものがそれぞれ基準があってかすっておるということのようでご

ざいますけれども、実際には、仮に傷んだという場合については、応急的に、まずはす

っぱり安全よ策というところがございますので、事故等が発生をしないようなよ応を関

係課とも協議をさせていただいて、まずは安全よ策という部よによしては取り組みをさ

せていただけたらというふうに思っております。そのほか、例えば舗装の打ち直しが必

要であるとかといったようなところについては、それぞれの状況を見ながら判断をさせ

ていただければというふうには考えております。いずれにしましても、安全という部よ

について配慮をしながら工事を施工できればというふうに考えておるところでございま

す。

○議長（安部 重助君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ありがとうございます。安全よ策、し

っかりとしていただきたいと思うんですが、路面舗装が傷んだ場合は、これは経費はど

こから出るという予想でしょうか。

○議長（安部 重助君） 野 建設課長。

○○○課長（○ 直規君） 基本的には、経費はその損傷を起こした原因者になります

が、それも状況にもよりますので、その辺は状況を判断しながら検討していきたいとい

うふうに思います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。
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〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第８０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８０号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第３ 第８１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第８１号議案、令和元年度神河町一般会計補正予算

（第２号）を議題とします。

審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

三谷克巳総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。９月３日の本

会議において総務文教常任委員会に審査を付託されました第８１号議案、令和元年度神

河町一般会計補正予算（第２号）の審査報告をいたします。

委員会を９月１０日に開催し、審査を行いました。採決の結果、出席委員６名全員の

賛成により、当委員会としましては原案のとおり可決することに決定をいたしておりま

す。

なお、討論はございませでした。

次に、審査の過程で出ました主な質疑の内容について御報告をいたします。

第２期地国創生総合戦略策定のスケ万ュールについての問いがございまして、これに

よしまして、第１期で実施した事業について検証を行い、その検証結果をもって戦略会

議を開催したいと考えている。３月の議会で総合戦略の概要が報告できるように進めて

いる。あすせて、アンケート調査を行い、若者次代等を中心に、第２期に向けての意見

聴取をしたいと考えているとのことでございました。

次に、先ほどの議案の貸工場施設造成工事請負費の増額補正のよについての質問がご

ざいました。増額補正につきましては一般財源を充てているが、８後の過疎債の配よの

見通しについての問いによしまして、本年度は兵庫県によして国の配よが８ってきてい

るので、各町それぞれ８額となっている。８後は、我が町の過疎債全体の事業費を見き
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すめながら、県市町振興課とも協議をし、過疎債の充当ができるような形で申請をして

いきたいとのことでございました。

次に、立木伐採費の増額によしての問いがございまして、当初から進入路が通ること

がすかっていたのに、なぜ当初予算で見見めなかったのかという問いによしまして、進

入道路部よは、道路の敷地部よだけでなく、造成に伴って盛り土が発生したので、その

部よの立木の想定ができなかったのと、道路横の電柱の移設に伴う伐採が発生し、埋め

立ての部よと立木の処よ場も必要になったことによるものとの回答でございました。

次に、公衆無線ＬＡＮの環境整備事業に関しまして、越知谷小学校等５カ所に設置を

するが、アクセスポ万ントの設置場所と、そこで十よカバーできるのかという問いがご

ざいまして、これによしまして、無線ＬＡＮを設置する５カ所は、見在、町の緊急指定

避難所として指定している施設で、通常の家庭用の無線ＬＡＮよりも電波は強いので、

避難をされている場所が見渡せる距離であれば、通常に使えると思っているとのことで

ございました。また、避難される国は高齢者が多く、無線ＬＡＮを使える国が少ないと

思うが、使えない国のよ応を考えているかとの問いがございまして、これによしまして、

避難所には必ず防災行政無線も置いているので、情報収集ができる。また、テレビも見

ることができるし、携次電話、スマートフォンなどで調べられるので、こういった情報

を重複して利用すれば、若い国から高齢者まで利用できると思っているとのことでござ

いました。

次に、猿の監視員委託料３２ののの増額について、その要因とパトロールの状況、ま

た、猿の出没状況等についての質疑がございまして、これによしまして、猿の群れは８

まで３群であったが、８はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４群で、頭数は、２０１８年度の調査結果

ではございますが、Ａ群が５６頭、Ｂ群が６９頭、Ｃ群が１０９頭で、そのＣ群がＣと

Ｄによかれいる。ただし、ＣとＤのよかれた頭数は把握できていないということでござ

います。また、最近、市川町に出没しているのはＡ群とのことでございました。

猿の監視業務は森林組合に委託しており、大河内猟友会の国１名が従事してもらって

いるとのことであります。基本的には、平日は午前、午後、１回町内をパトロールをし

て、追い払いをしていただいております。また、土曜日、日曜日もパトロールをしてい

ただくこともあるとのことでございます。パトロールのときには、タブレットをよって

回っていただいており、猿の位置情報を万ールしていただいて、役場に届いた万ールを、

サル万ールに登録された国に配信をしているとのことでございます。猿の監視員は、大

河内エリアをくまなく車両でパトロールをされていますが、群れが３群から４群になっ

たことと、それが新野す市川町まで出没していること、また、見在は上小田区にも出没

しており、パトロールの範囲が広がって非常に負担が大きくなっているので、車両の必

要経費をカバーするために８回の補正をしたが、これでは十よというすけではないとの

ことでございます。

朝来市の例でございますが、朝来市は車両は市が貸与して複数名でパトロールをして
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いるが、神河町のように広範囲にすたっていないので、神河町の１名というのは厳しい。

また、朝来市のように、被害が出ている地域の国々にも協力をしてもらい、一緒になっ

てよ処ができないかというような話を鳥獣害よ策協議会でもしているとのことでござい

ます。

８回の補正は、軽四のワゴン車のリース料を計上しており、その車に車載用の無線機

を搭載して、猟友会の誰が乗ってもよ応できるようにするとのことでございます。１名

で都合がつかないときは、かすりの国が出られているという状況がありますので、８後

は２名程度予定しているとのことでございます。

また、猿の監視に係る来年度の予算額の増額の要望によして、猟友会、それから、担

当課、財政とも協議をさせていただきたいとの回答でございました。

また、猿のみならず、万ノシシ、鹿等の被害もふえているので、農業者の生産意欲が

なくならないようによ策をしていかなければならないと考えているとのことでございま

した。

最後に、大阪湾広域廃棄物埋立地の処よ場の建設費と調査費の２つの委託料が補正さ

れておりますが、これは、大阪湾での広域廃棄物処よ場に関して何か動きがあったのか

という問いがございまして、これによして、建設委託金は大阪湾広域臨海環境整備セン

ター、いすゆる大阪フェニックスセンターでございますが、これの埋め立て処よ場の２

期計画の埋め立て処よ場の延命化等の工事が実施されることになり、それに係るもので、

神河町は見在、この施設に瓦れき等の搬入をしておりませんが、将来も含めてここによ

ち見む見見み量に応じて負担するものでございます。

また、調査委託料は、大阪湾フェニックスには１期と２期の処よ場がありますが、こ

れらも次杯に近づいているので第３期工事が予定されており、その計画のための調査費

で、国勢調査人口に応じて負担をするとの回答でございました。

以上、質疑の主なものを報告しましたが、このほかの質疑につきましては、配付して

おります報告書に記載しておりますのでごらんいただきたいと思います。

以上で第８１号議案の審査報告を終すります。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終すりました。

委員長報告によする質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。御苦労さん

でした。

これより討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕
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○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第８１号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８１号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、第８２号議案から第９０号議案までの各

議案について経過を説明します。

各議案については、９月４日の本会議において町長から議案が上程され、提案説明が

あり、それぞれ質疑を行いました。本定例会最終日である本日に各議案について討論と

採決を行うものであります。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第４ 第８２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第８２号議案、令和元年度神河町介護療育支援事業

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第８２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８２号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第５ 第８３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第８３号議案、令和元年度神河町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。
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〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第８３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８３号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第６ 第８４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第８４号議案、令和元年度神河町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第８４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８４号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第７ 第８５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第８５号議案、令和元年度神河町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８５号議案は、原案のとおり
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可決されました。

・ ・

日程第８ 第８６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第８６号議案、令和元年度神河町土地開発事業特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８６号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第９ 第８７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第８７号議案、令和元年度神河町訪問看護事業特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第８７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８７号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１０ 第８８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第８８号議案、令和元年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。
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反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第８８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８８号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１１ 第８９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第８９号議案、令和元年度神河町長谷地区振興基

金特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８９号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１２ 第９０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第９０号議案、令和元年度神河町水道事業会計補

正予算（第２号）を議題とします。

上程議案によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第９０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに
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賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９０号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１３ 第９１号議案から第１０３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第９１号議案から第１０３号議案、１３件の平成

３０年度各会計決算認定の件を一括議題とします。

１３議案について審査を付託しておりました決算特別委員会の審査報告を求めます。

藤原日順決算特別委員長。

○決算特別委員会委員長（藤原 日順君） 決算特別委員会委員長の藤原でございます。

本委員会では、去る９月５日の本会議において付託されました第９１号議案、平成３０

年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件から第１０３号議案、平成３０年度公立神崎

総合病院事業会計決算認定の件までの１３会計の決算について審査を行いました。審査

に当たっては、議会が議決した予算が適正・妥当に執行され、神河町民の皆様が安全で

安心して生活できるよう、かつ、さらなる福祉の向上につながっているかを評価し、そ

の改善７を次年度の予算編成に生かしていただくために審査を行い、さらに委員間討議

による提言をいたしました。

それでは、特別委員会の審査内容を報告いたします。

９月１１日、１２日の一両日、議長と議会選出監査委員及び病気療養中の１名の計３

名を除く９名による特別委員会を開催いたしました。審査結果につきましては、当委員

会として、いずれも決算書のとおり認定することに決定しております。

続いて、審査における質疑応答につきまして、主な論７を簡潔に申し述べます。

まず、第９１号議案、平成３０年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件であります。

歳入につきましては、昨年の特別委員会に引き続き、特別徴収事業所による個人町民

税の滞納が問題となりました。その中でも、長期滞納の事業所については、特別徴収義

務を国して個人の普通徴収に切りかえるべきではとの提案がなされ、事業主と次談して

普通徴収のの変更も可能かなと考えている。また、従業員からの預かり金という性質上、

８後も引き続き滞納処よという強い姿勢で徴収の取り組みを強化していくとのことでご

ざいました。

歳出の１番目は総務費で、アグリ万ノベーション神河株式会社による備品の利用とそ

の管理について、以前の任意団体が所有していた農機具を無償で利用しているが、管理

運営規程に従って利用料を支払うべきではとの質疑によして、農機具については株式会

社のみならず、営農団体す担い手農家も共同利用しており、その修繕費は株式会社が負

担している。管理運営規程による利用料徴収については、その国向で早急に検討・よ応

する。また、建物に附属している加工施設については覚書を締結し、５年間は無償貸与、
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その後は状況に応じて利用料を徴収する予定であるとのことです。また、庁用車の管理

で、昨８の状況からドラ万ブレコーダーの装着は必須ではないかとの問いによして、見

有の車両にレコーダーを取りつけていくが、老朽車両については更新時によ応するとの

ことです。

神崎高校の地域連携活動支援金については、神河町と高校の間で連携協定も締結して

いるが、これは教育に係る交流す連携を通じて双国の教育の充実及び発展を図り、将来

地域社会に貢献する有為な人材の育成を目的としているとのことですが、中学生の夢を

かなえる事業と同様、高校生の意見も取り入れてまちづくりに反映してはどうかとの提

案によして、そういう事業を実施して、高校生たちの意見す感性に触れる機会をよちた

いとの回答がありました。

国際交流支援事業では、協定締結後の当町のの訪問が先国の都合で延期されているが、

その進捗状況について町内でも広報すべきではないかという質疑によして、広報の重要

性は十よ認識しており、適切なタ万ミングで情報発信したいとのことでした。

また、事務事業の執行管理につきまして、総務費だけでなくほかの費目においても、

複数の事業で多額の不用額が出ている。予算の消化ぐあいを示す帳簿である予算のし引

き簿をチェックしておれば、当然に進捗度が把握できるはずであって、本来は補正でよ

応すべきである。にもかかすらず、決算時に多額の不用額が出るのは、事業の執行管理

がおろそかになっているのではないかという指摘をいたしました。

次に、民生費です。縁結び事業の委託料については、前年度よりふえたのは婚活万ベ

ントを３回開催し、また、それにあすせて次談員のセミナーを行ったためとのことです。

また、緊急通報装置実施事業において、緊急ボタンを押されたのは１５６件あるものの、

うち１５１件は試しに押したり誤って押したものであり、実際の緊急通報は５件で、救

急車で搬送後に入院まで至ったのはうち３件とのこと。ほかには、保健師す看護師のの

健康上の次談は５４件とのことであります。

続いて、衛生費であります。これも複数の事業について総務費と同様、多額の不用額

が出ている７について確認を行いました。それぞれに事情があることは理解できるもの

の、執行管理を厳密に行ってもらいたい旨を申し入れました。

農林水産業費では、農業振興費の多面的機能支払交付金について、県から広域化の打

診があり、全集落にその説明会を開催し、ブロックごとに意見聴取を行った結果をこと

しの説明会で報告して、８後の国向性を検討していくとのことです。

次は、土木費であります。空き家等実態調査データベース作成業務では、母納が４２

３軒、附属建物では１７５軒の計５９８棟の空き家があり、その国観目視で調査を行っ

た結果、ＡからＥまでの５段次でよ類して一番状態の悪いＥランクが２６軒、次に悪い

Ｄランクが４４軒の計７０軒が特定空き家、つまり危険家納に該当すると考えられる。

８後もそれらのデータを更新していくとのことであります。これらのデータは空き家等

よ策計画策定の基礎資料となります。
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次の消防費でも、姫路市消防局のの消防事務委託料で多額の不用額が出ている７につ

いて質疑があり、これは消防局が年度終了後に予算執行状況を精査して各町に委託費を

請求するため、すむを得なかったことを確認いたしました。

最後に、教育費であります。青少年健全育成事業について、補導委員会の活動の大変

さを考えると、もう少し予算をつけてもよいのではという意見が出されました。また、

日本一の学校づくり事業についても、ふるさとを愛し、母校を誇りに思う気よちを養う

意味でも非常に意義のある事業と思すれるので、個々の学校の特色を生かして、精力的

にこれに取り組むようお願いをいたしました。

ほかの費目については、特に報告すべき質疑はございませんでした。

なお、最初にも申しましたとおり、特別委員会で委員間討議を行い、次のとおり当局

のの申し入れ、提言をいたしました。

つまり、監査委員から提出された意見書に特筆された意見について、十よに尊重しよ

応していただくことはもちろんのこと、さらに、決算特別委員会としては予算執行に当

たって多額の不用額が残ることのないよう、事務事業の執行管理を厳密に行っていただ

きたい旨の申し入れであります。

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はございませんでした。

第９１号議案については採決の結果、起立全員で認定することに決定いたしました。

続いて、第９２号議案から第１０３号議案までの各特別会計決算認定の件のうち、第

９５号議案、平成３０年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件に関する

質疑では、生活支援協議体の設置に向け、生活支援コーディネーターとの連携による行

政側からの啓発をお願いしたいとの要望がなされました。つまり、地区ごとに設置され

る生活支援協議体の拡充により、住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、地

域における支え合いの体制づくりをより一次推進するためには、次設置の集落によして

行政が積極的に働きかけていくことが必要であり、生活支援コーディネーターと連携し

て啓発を行い、協議体の趣旨すその意義を理解してもらう必要があるのではないかとの

問いかけによして、協議体の必要性と効果、意義の訴えとあすせて、先進地での取り組

み状況等の紹介をするなどして、積極的に働きかけていく旨の回答がありました。

第１０３号議案、平成３０年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件に関しては、

経営診断のよ析数値の捉え国について質疑がありました。そして、医業収益を上げ、一

国で医業費用を節８するために、医師す看護師、職員が一丸となって取り組んでもらい

たい、さらには県の特定中核病院として地域医療を担うための条件整備を求めるなど、

町長には行政のトップとして県す国によして一次の働きかけをお願いしたい旨を申し入

れました。

ここで、委員会報告から少し国れますが、昨日、厚生労働省がホームペー万上で発な

しました全国の公立病院及び日赤などの公的病院の統廃合要請リストでは、公立神崎総

合病院は名指しはされておらず一安心をいたしました。近隣では、たつの市民病院す次
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生市民病院の名前が再検証要請よ象医療機関として名前が挙がっておりました。これは

ワーキンググループのの提出資料、つまり平成２９年度病床機能報告の内容に不備があ

った１９７病院を除く全国の ４５５病院のうち２ ⒐１％に当たる４２４病院について、

病床数の削８す診療科、病院機能の集約、そして統廃合を含めた再編の検討を求め、病

院名を公なしたものであります。つまり、厚労省の地域医療構想においても、神崎総合

病院はその存立の意義を認めてもらったものと受けとめてよいと思すれます。病院スタ

ッフの一次の奮励努力を期待するものであります。

委員会報告に戻ります。

先ほどの第９５号議案及び８の第１０３号議案を除く、第９２号議案、平成３０年度

神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の件、第９３号議案、平成３０年度

神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件、第９４号議案、平成３０年度

神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件、第９６号議案、平成３０年

度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件、第９７号議案、平成３０年度神

河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件、第９８号議案、平成３０年度神河町

産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定の件、第９９号議案、平成３０年度神河

町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件、第１００号議案、平成３０年度神

河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件、第１０１号議案、平成３０年度

水道事業会計決算認定の件、第１０２号議案、平成３０年度下水道事業会計決算認定の

件につきましては、特筆すべき質疑・討論ともなく、採決の結果、全ての議案において

起立全員で、当委員会として決算書のとおり認定することに決定いたしました。

以上、行政当局には、事務事業の執行管理を厳密に行っていただくよう再度お願いを

申し上げまして、決算特別委員会の審査報告といたします。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終すりました。

委員長報告によする質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。御苦労さん

でした。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第９１号議案、平成３０年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件によする討

論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第９１号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定でありま
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す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９１号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第９２号議案、平成３０年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認

定の件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第９２号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９２号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第９３号議案、平成３０年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定の件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第９３号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９３号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第９４号議案、平成３０年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定の件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

本案によする委員長報告は、原案認定であります。本案については、委員長報告のと
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おり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９４号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第９５号議案、平成３０年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第９５号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９５号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第９６号議案、平成３０年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の

件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第９６号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９６号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第９７号議案、平成３０年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第９７号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定でありま
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す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９７号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第９８号議案、平成３０年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算

認定の件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第９８号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９８号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第９９号議案、平成３０年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認

定の件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第９９号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９９号議案は、認定すること

に決定されました。

次に、第１００号議案、平成３０年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定の件によする討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第１００号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定であり

－２２８－



ます。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１００号議案は、認定するこ

とに決定されました。

次に、第１０１号議案、平成３０年度神河町水道事業会計決算認定の件によする討論

に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第１０１号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定であり

ます。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１０１号議案は、認定するこ

とに決定されました。

次に、第１０２号議案、平成３０年度神河町下水道事業会計決算認定の件によする討

論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第１０２号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定であり

ます。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１０２号議案は、認定するこ

とに決定されました。

次に、第１０３号議案、平成３０年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件によす

る討論に入ります。

反よ討論ございませんか。

〔反よ討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第１０３号議案を採決します。本案によする委員長報告は、原案認定であり

－２２９－



ます。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の国は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１０３号議案は、認定するこ

とに決定されました。

・ ・

日程第１４ 議員派遣の件

○議長（安部 重助君） 次に、日程第１４、議員派遣の件を議題とします。

会議規則第１２９条に伴う議員派遣について、お手元に配付のとおり議員派遣する予

定となっております。

お諮りします。別紙のとおり議員を派遣することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、別紙のとおり議員派遣することに決定

されました。

・ ・

日程第１５ 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

○議長（安部 重助君） 日程第１５、各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申

し出についてを議題とします。

各常任委員会、議会運営委員会の所管事務について、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付されていますとおり、閉会中の継続調査をしたい旨の申し出がございます。

お諮りします。各常任委員長、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、各常任委員長、議会運営委員長申し出

のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定されました。

・ ・

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。８期定例会に付議された案件は全て議了しました。これで閉会したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。

これをもちまして第９０回神河町議会定例会を閉会します。

午前１０時１９分閉会

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 定例会閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

８次定例会は９月３日に開会され、本日までの２５日間でした。町長から提出されま

－２３０－



した議案は、報告２件、条例の制定及び一部改正１２件、工事請負契約締結事項の変更

の件１件、補正予算１０件、神河町一般会計、特別会計、企業会計の決算認定１３件、

計３８件でありました。第７６号議案、神河町子どものための教育・保育に関する利用

者負担額を定める条例の一部を改正する条例制定の件、第７７号議案、神河町特定教育

・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例制定の件、第７８号議案、神河町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部

を改正する条例制定の件及び令和元年度一般会計補正予算（第２号）は、総務文教常任

委員会に付託し、慎重審議していただきました。また、平成３０年度各会計決算認定に

ついては、議長、監査委員を除く１０名の決算特別委員会にそれぞれ付託し、精力的に

慎重審議をしていただきました。

議員並びに執行部各位におかれましては、終始真剣な議論を交すされた結果、全て承

認・可決されました。議員各位の御精励と御協力、また執行部におかれましても、資料

提供等、真摯によ応していただきましたことにお礼を申し上げます。

決算特別委員会から、予算の執行に当たって多額の不用額を計上することがないよう、

事務事業の執行管理を厳密に行っていただきたい旨の申し入れがなされております。内

容を重く受けとめていただき、十よ考慮されることをお願いしておきます。

審議の過程におきましては、議論されました内容については十よ考慮され、８後の町

政執行に反映されるよう望みます。

また、監査委員様には、例月、決算ともに的確に監査・審査をしていただきましたこ

とに、その御苦労によしまして、重ねて感謝を申し上げます。

開会中、各地が自然災害の猛威にさらされました。神河町においては、幸いにも被害

が出ておりませんが、７風１５号により千葉県を中心に送電線等の倒壊す倒木による大

規模停電が発生し、家納の損壊も重なり、不自由な生活を余儀なくされております。ま

た、７風１７号により、九州・四国地国を初め、各地で大規模災害が発生し、多くの国

が被害に遭すれました。被災された国々に心よりお見舞いを申し上げます。

８後においても、いつどのような災害が発生するかすかりません。早目早目のよ応で

被害を最小限に抑えられるよう、十よな体制と危機意識をよつことが大切であります。

いよいよ１０月から消費税が１０％に引き上げられます。増税が経済す生活に与える

影響は避けられませんが、これまでの高齢者中心から子育て支援を含む全次代型社会保

障向上を初め、将来次代によする負担軽８等に活用されることが増税の大きな目的であ

ります。しっかりと国民の信頼に応えてほしいと強く望むところであります。

厳しかった夏も終すり、爽すかな秋のと季節が移り変すります。これからも体調管理

を十よにされまして、それぞれの立場で御活躍されますことを祈念し、閉会の挨拶とい

たします。

午前１０時２４分

－２３１－


